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⑧第三者評価結果に対する施設のコメント

【特に評価の高い点】
＜地域において、福祉の重要な拠点として存在感を発揮している＞
施設には子育て短期支援事業（ショートステイ）を併設し、自立援助ホームの利用者とともに施設の一員として受け入れている。また、法人内では社会的養護の措置が終
了した後の子どもの生活を支援するアフターケアのための事業所「わっかっか」を設けており、当該施設の退所者の利用はもちろん、他法人が運営する福祉施設を退所し
た子どもの支援を行う役割を務めている。これらの事業の実施によって、施設の持つノウハウを地域に還元し、地域の中の福祉の重要な拠点として存在感を発揮してい
る。
　
【改善が求められる点】
＜利用者の意向把握の方法について、より効果的な取り組みを期待したい＞
職員は、利用者の相談や発信があった場合は丁寧に傾聴することとしており、日々の支援においても常に相談しやすい雰囲気となるよう努めているが、小規模な施設であ
ることから利用者は直接職員に不満や意向を伝えることができるため、苦情箱や第三者委員の運用実績は乏しい。今後は、直接職員に相談し難い場合を想定し、利用者が
相手や方法を選んで相談することや苦情解決の仕組みを積極的に利用者に周知することによって、利用者満足のさらなる向上を図られるよう期待したい。

　今回が初めて第三者評価を受審しました。自己評価の共通評価基準45項目、内容評価基準24項目を一つ一つ考察していくことが大変な作業でした。
　訪問調査では、内容について理解が出来ていなかった項目を丁寧に説明して下さり、現状から出来ることや深めていくことを前向きに取り組めるようなヒントを頂きま
した。
　評価結果では、当法人の子育て短期支援事業やアフターケア事業の取り組みについて評価して頂きました。明確に提示してくださったことで、改善が必要な箇所や取り
組むことが分かりました。
　利用者の苦情相談の周知が出来てなかったことについて、利用者が相手、方法を選択できるように説明方法の明確化を進めていきます。
　また、法人の理念や事業計画を利用者に分かりやすく周知していくことが必要だと理解しました。利用者の権利擁護を重要に捉え、意識を持って改善していきたいと思
います。

【理念】
「いのちに寄り添い心をつなぐ」
いのちとは、命、生い立ちや人生、声や気持ちを意味します。
心とは、いのちに対する気持ちや想いを意味します。
いのちに寄り添うことで、自分が大切な存在であることを知り、自分の意志で考えて行動する力を高めます。
そして、スタッフ、利用者、それらの家族、地域、全ての人の信頼しあう和を一緒に育むことで「共に育ちあい、自分らしく生きていくこと」を経営の目的とします。

【基本方針】
法人
１．鏡をみて自分を顧み、心を整える。
２．人権を尊重し、人として対等に、親身に接する。
３．仲間への感謝の気持ちを忘れず、細やかな「ありがとう」という言葉を口にする。
施設
ひとりひとりに寄り添うためのスタッフの協力と役割分担

・安全で安心して生活できる居場所として、利用者の生活リズムが整い心身ともに健やかに過ごすことを目的として、施設全体で日々の支援に取り組んでいる。
・食事面では、家庭的な環境となるよう、でき立ての食事を提供して利用者同士で食べられるよう配慮している。また、アレルギー対応や年齢に合わせた調理を行ってい
る。
・その他、清潔にする習慣を身につけるための支援や、入所児の金銭管理や病院受診の引率等の支援を行っている。
・誕生日のお祝い、季節の行事を行い、施設全体で余暇を楽しむ取り組みをしている。
・職員は、外部研修や法人内研修等を通して積極的に学び、専門性の向上に努めている。
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⑨第三者評価結果（別紙）
（別紙）

共通評価基準（45項目）Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
１　理念・基本方針

（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者
評価結果

① 1 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 b

【コメント】

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者
評価結果

① 2 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。 b

【コメント】

② 3　経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 b

【コメント】

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者
評価結果

① 4　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 b

【コメント】

② 5　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 b

【コメント】

① 6　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。 a

【コメント】

② 7 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 c

【コメント】

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者
評価結果

① 8 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。 b

【コメント】

② 9　評価結果にもとづき組織として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。 a

【コメント】

Ⅱ　施設の運営管理
１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者
評価結果

① 10 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。 a

【コメント】
施設長は、理念や基本方針をもとに職員会議等で具体的に自らの考えを説明することのほか、毎年策定する経営指針書において職務分掌についても文書化し
周知することにより、他の職員に対して自らの役割と責任を明らかにするよう努めている。

第三者評価結果（自立援助ホーム）

あらかじめ決められた時期に、職員の参画のもと単年度の事業計画の評価・分析・改善策の検討を実施し、次年度の事業計画に反映させ、支援の質の向上に
努めている。策定された改善策は、職員間で課題の共有化が図られたうえで実施されている。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

毎年、あらかじめ決められた時期に職員の意見を集約・検討し、事業計画を策定している。全職員が参加して単年度の振り返りや次年度への申し送りを行
い、個々の職員がその内容を理解できる体制となっている。

定期的に法人全体や施設内で会議を行い、日々の施設運営やより良い支援の方法について検討し、施設全体で課題を明確し、かつ具体化して改善に取り組ん
でいる。今後は、経営状況の把握や課題の検討についても、施設全体でより一層の取り組みがなされることを期待したい。

中長期の事業計画をもとに単年度の詳細な計画を策定している。また、単年度の具体的な計画の実現については、その都度評価や見直しを行い、次年度の計
画へ反映させている。今後は、評価や見直しにおいても数値化するなど、出来る限り定量的な分析を取り入れることによって、より実効性の高い計画が策定
されるよう期待したい。

施設の運営に関係する法令の改正や、国および県の福祉政策について積極的に情報収集を行い、施設内で共有して持続可能な施設運営に努めている。今後
は、利用者数の推移や提供している福祉サービスの費用分析を行う等、施設経営を取り巻く環境と経営状況について、より一層実効性の高い取り組みがなさ
れることを期待したい。

経営指針書にて中長期計画を明記し、それに基づいて施設運営や日々の支援を行っている。今後は、数値目標や具体的な成果等を設定したり、期間中におけ
る見直しの時期や方法を検討したり等、実施状況の適切な把握や見直しについてさらなる取り組みがなされることを期待したい。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

利用者に対しては、施設の運営について「施設が取り組むこと」についての説明を行っているが、事業計画等の詳細な説明や理解を図ることに課題を感じて
いる。しかしながら、今後も最善の方法を検討し、利用者満足の向上や運営の透明性の確保のため、より積極的な取り組みが行われることを期待したい。

第三者評価については今回が初受審となるが、毎年、事業計画の策定時に施設全体で振り返りや課題の洗い出しを行うことで、組織的に支援の質の向上に努
めている。今後も、引き続き振り返りや分析を実施し、さらに第三者評価制度を活用することで、より一層支援の質の向上がなされることを期待したい。

理念や基本方針は、全ての職員が実施する支援の基本となっており、施設の使命や目指す方向を示した内容となっている。今後は、理念や基本方針の実現に
向け、職員のみならず利用者に対してもより積極的な周知が促されるよう、一層の取り組みに期待したい。



② 11 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 a

【コメント】

① 12 質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮している。 a

【コメント】

② 13 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。 a

【コメント】

２　福祉人材の確保・育成
第三者

評価結果

① 14 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。 b

【コメント】

② 15 総合的な人事管理が行われている。 c

【コメント】

① 16 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取り組んでいる。 a

【コメント】

① 17 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 b

【コメント】

② 18 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。 b

【コメント】

③ 19 職員一人ひとりの教育・研修等の機会が確保されている。 a

【コメント】

① 20 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。 c

【コメント】

３　運営の透明性の確保
第三者

評価結果

① 21 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 b

【コメント】

施設長は、前項目に記載した方法により施設の現状把握に努めたうえで、組織の理念や基本方針の実現に向け、必要に応じて人員配置や職員の働きやすい環
境整備を行っている。人員配置や環境整備等の具体的な取り組みを行う際は、経営の改善や業務の実効性が高まるよう、各職員の意見を尊重しながら行うこ
ととしている。

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

各職員の課題や要望に応じた研修機会を確保し、研修計画を策定している。経験・階層別の研修機会の確保、外部研修の受講の推奨、職員発信による法人内
研修およびスーパーバイズの実施等、様々な観点と方法によって教育・研修の機会を十分に確保している。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

「理念・志シート」によって、単年度の各職員の目標を設定している。施設長との個別面談や職員全体の支援の振り返り等により、各職員の育成に努めてい
る。今後は、設定した個人目標が適切な内容となっているかの確認や、目標の達成度を期中の面接にて確認する等、個々の職員の課題解決に向けたより効果
的な取り組みに期待したい。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

各職員の意見を考慮し、組織を適切に機能させるために必要な人員を確保しているが、施設としては、人材の確保と定着に課題を感じている。今後は、施設
に対する地域の理解促進に向けた取り組みや定期採用の実施等、より効果的な人材確保・定着の実施に向けたさらなる取り組みに期待したい。

施設長は、自立援助ホームとして遵守すべき基本的な法令等について、県からの周知文書の把握や関係諸機関との連絡会議に積極的に参加して、正しく把
握・認識するよう努めている。また、その取り組みにおいて知り得た情報は、職員に注意喚起や指導を行うことによって、周知している。

施設長は、施設内や法人全体で実施する各種会議において、施設の支援の実施状況を詳細に把握し、職員との面談や日々のかかわり等あらゆる取り組みを通
じて、職員の全体的・個別的な課題を把握するよう努めている。課題に応じた研修機会の確保や各職員の意見聴取等、支援の質の向上を目指し意欲的に職員
への教育・指導を行っている。

職員の意向・意見を適切に把握し、各職員の意向を尊重した人事管理を行っている。今後は、人事基準を明確化する、透明化した評価基準に基づき職員の成
果や貢献度を評価する等、理念・基本方針の実現に向けたより総合的で効果的な人事管理が行われるよう期待したい。

施設長や主任が中心となって、職員全体の就業状況を適切に把握している。定期的な個別面談や日々の相談によって各職員の意向を把握し、リフレッシュ休
暇の導入や人員配置等を行うことにより、各職員が働きやすい職場づくりに努めている。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

法人内の年間研修計画を策定し、各職員は、それを元に専門性の向上や自己啓発に努めている。今後は、施設が求める専門技術や専門資格を明記する等、理
念・基本方針の実現や施設の抱える課題解決に向けたより効果的な教育・研修の計画が策定されることを期待したい。

ホームページや機関誌の発行により、事業計画等の経営に関する事項や日々の支援の状況を積極的に公開し、運営の透明性の確保に努めている。今回は初め
ての第三者評価受審のため、今後は評価結果の公表についても前向きに検討されることを期待したい。

高校生のインタビューシップや他施設の実習生の見学・勉強会の受け入れを行ったことはあるが、積極的な実習生の受け入れは実施できていない。長期的な
視点での福祉人材の確保や施設に対する理解促進の観点からも、今後は、より前向きに実習生の受け入れを検討されることを期待したい。



② 22 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 b

【コメント】

４　地域との交流、地域貢献
第三者

評価結果

① 23 利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。 a

【コメント】

② 24 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。 b

【コメント】

① 25 事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。 b

【コメント】

① 26 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。 b

【コメント】

② 27 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。 b

【コメント】

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者
評価結果

① 28 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。 a

【コメント】

② 29 利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提供が行われている。 a

【コメント】

① 30 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提供している。 a

【コメント】

② 31 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説明している。 b

【コメント】

③
32 福祉サービスの内容や事業所の変更、地域・家庭への移行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮した対応を
行っている。

a

【コメント】

行政や医療等の関係機関を把握し、必要に応じて適切に連携している。関係機関とケース会議を行い、個々の子どもの状況に対応できるようにしている。今
後は、個々の利用者の状況に対応できる社会資源のリスト化や連携方法を文書化する等、より一層の具体的な取り組みに期待したい。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

利用者が地域の一員として生活できるように、施設の方針として、自治体の清掃活動や季節行事に積極的に参加し、地域住民と利用者が交流できる機会の確
保に努めている。移動や買い物、通院等の日常的な活動においても、利用者の需要に応じて地域の社会資源の利用を推奨している。

ボランティア保険の加入やボランティア受け入れ時の契約書の作成等、受け入れ態勢を整備している。今後は、利用者とのかかわり方を明記したマニュアル
の整備や受け入れ時に施設の性質や留意事項を説明する機会の確保等、ボランティアの受け入れ体制の強化に期待したい。

法人の経理部門にて会計事務を行い、毎年外部監査を受けることによって適正な経営・運営に努めている。今後は、経理や取引のルール、実施状況について
法人内においても定期的に確認する等、より公正かつ透明性の高い経営や運営をするための積極的な取り組みに期待したい。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

ホームページや機関誌を通じて施設の情報を積極的に発信するほか、入所や見学の希望者にはパンフレットを用いて説明したり見学や相談に応じたりする
等、丁寧に対応することを心掛けている。施設の支援の内容や生活の様子が具体的に想定できるよう説明を尽くすことで、利用希望者が福祉サービスの選択
を適切に行えるよう努めている。

利用者のプライバシー保護に配慮した支援は、理念・基本方針達成のための基本的な事項として、経営指針書や事業計画に基づき適切に実施されている。利
用者同士の関係性を考慮した部屋割りや個室の鍵の使用、職員が利用者の個室に入る際のルール化等、利用者が安心して施設で生活できるよう、細かな配慮
を行っている。

利用者の基本的人権の尊重は支援の基本と捉えており、事業計画の策定や日々の支援等のすべてにおいて利用者を尊重した内容となっている。また、権利擁
護に関する研修の実施やアドボカシー講座の受講等、各職員が利用者の尊重について常に高い意識と共通理解を持って支援を実施できるよう、施設全体で取
り組んでいる。

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

利用者の退所時には、地域や関係機関と会議を行い、退所後の支援の検討や引き継ぎを行っている。特に、法人においてアフターケアのための事業所を設け
ており、退所後においても利用者が支援を受けながら地域の中で生活できるよう、継続した支援が受けられる体制を整備している。

利用者の入所時には、書面を用いて施設のルールや支援の内容を丁寧に説明している。利用者の意向をふまえた自立支援計画となるよう、利用者と定期的に
面談と振り返りを行っている。今後は、意思決定が困難な利用者に対する説明方法をルール化する等、より適正で効果的な説明が行われることを期待した
い。

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

子育て短期支援事業（ショートステイ）に当てはまらないショートステイの受け入れを行う等、地域の福祉需要に基づき柔軟に対応している。今後は、地域
活性化やまちづくり等においても、施設の持つノウハウや特性を活かした積極的な取り組みがなされることを期待したい。

関係機関との情報共有のほか、施設独自の取り組みとして、子育て短期支援事業（ショートステイ）を行ってお
り、その事業を通じて地域住民の福祉に対する需要の把握に積極的に努めている。今後は、地域住民の多様な相談に応じられるよう、より一層の取り組みに
期待したい。



（３）　利用者の満足の向上に努めている。 第三者
評価結果

① 33 利用者の満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。 b

【コメント】

① 34 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 c

【コメント】

② 35 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。 b

【コメント】

③ 36 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。 b

【コメント】

（５）　安心・安全な福祉サービスの実施のための組織的な取組が行われている。 第三者
評価結果

① 37 安心・安全な福祉サービスの実施を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。 b

【コメント】

② 38 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。 a

【コメント】

③ 39 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。 b

【コメント】

２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者
評価結果

① 40 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが実施されている。 b

【コメント】

② 41 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。 a

【コメント】

① 42 アセスメントにもとづく個別的な自立支援計画を適切に策定している。 b

【コメント】

② 43 定期的に自立支援計画の評価・見直しを行っている。 b

【コメント】

小規模の施設であるがゆえに職員と利用者とのかかわりの機会が多いため、職員は、日々の生活の中で利用者が要望を言いやすいよう関係構築に努めてお
り、定期的な個別面談の機会も設けている。今後は、支援の質の向上の観点からも、定期的な調査や施設内での検討等、利用者の満足の向上を目的とする取
り組みがより一層強化されることを期待したい。

第三者委員を設置しているものの利用実績がない。職員は、日々の利用者とのやり取りを通じて利用者の些細な変化に注意するよう努めており、苦情があっ
た場合には職員間で共有し検討しながら解決している。今後は、利用者に対する苦情解決の仕組みの周知やアンケートの活用等についても前向きに検討され
ることを期待したい。

（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

事故発生時の対応と安全確保の方法を明確にしており、ヒヤリハット等の事例を収集した場合は職員間で共有し、原因分析と改善策・再発防止策等を実施し
ている。今後は、事故発生マニュアルを活用し、リスクマネジメントに関する責任を明確化して施設内でも安全確保・事故防止に関する勉強会を積極的に行
う等、さらなる取り組みに期待したい。

水害や地震、津波等の災害に応じた避難計画を策定し、安否確認の連絡手段や避難経路等を定めるほか、定期的に避難訓練を行っている。今後は、発災時で
も利用者に必要な支援を実施できるよう、ＢＣＰの策定や災害時の体制の明確化等、実際の災害を想定したより積極的な取り組みに期待したい。

（２）　適切なアセスメントにより自立支援計画が策定されている。

事業計画に記載する標準的な支援の実施方法は、毎年あらかじめ決められた時期に全職員が参画して内容を協議・検証し、職員が日々の業務の中で気付いた
ことや利用者の意向をふまえた内容となるよう必要に応じて見直しを行い、単年度の実施状況の振り返りと課題の検討を行ったうえで次年度に反映されるよ
うな仕組みになっている。

定期的に自立支援計画の評価・見直しを行っており、その方法も確立している。今後は、日々の支援が自立支援計画のとおりに実施されているか確認する仕
組みや、緊急に内容を変更する場合の仕組みを整備する等、客観的な視点や緊急時の体制についても検討されることを期待したい。

感染症マニュアルを策定して、消毒や受け入れ体制の一時停止等、感染症が発生した場合の対応方法を明確にし、施設全体に周知徹底して迅速に対応してい
る。全ての職員が高い意識を持ち、施設全体で感染症の予防や発生時の利用者の安全確保を行っている。

自立支援計画は、担当職員が利用者との個別面談によって意向を丁寧に把握し、策定と見直しを行っている。今後は、担当者以外の様々な職種の職員を交え
た協議やアセスメント手法の確立を行う等により、自立支援計画を活かしたより効果的な日々の支援が実施されることを期待したい。

職員は、利用者が話しやすくなるような雰囲気作りや良好な関係構築に日々努めている。今後は、利用者が方法や相手を選択して相談や意見を述べられるよ
う、利用者からの要望を収集するための仕組みについても、より一層積極的な取り組みが行われることを期待したい。

利用者から相談や意見があった場合は、施設長に報告して職員間で対応方法を協議し、利用者への返答や支援方法の改善を行っている。今後は、標準的な対
応方法をあらためて文書化する等、その方法を整理することで対応に差異が生じないようにする取り組みが実施されることを期待したい。

全職員が参画して毎年策定する事業計画に基づき、その内容に沿った支援を行っており、利用者を尊重した内容となっている。今後は、期中においても標準
的な支援の実施方法が適正に実施されているか確認する体制を整備する等、より積極的な取り組みに期待したい。



① 44 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。 b

【コメント】

② 45 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 a

【コメント】

Ａ－１　利用者の権利擁護、最善の利益に向けた支援

（１）　利用者の尊重 第三者
評価結果

①
A1 入居に際して、事業所での生活や約束ごとを説明し、利用者がよく理解したうえで、自らの意思によって入居申
込みができるよう配慮している。

a

【コメント】

② A2 利用者の権利擁護に関する取組が徹底されている。 b

【コメント】

③ A3 職員との適切な関係を通し利用者の自尊心が育まれ、自他の権利を尊重できるよう支援している。 a

【コメント】

④ A4 出生や生い立ち、家族の状況等をふまえ、利用者自身が、どのように生きるかを考えるための支援をしている。 a

【コメント】

① A5 利用者に対する不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組んでいる。 b

【コメント】

① A6 利用者自身が自らの生活全般について考え、主体性をもって生活ができるよう支援している。 b

【コメント】

① A7 退居後の生活の計画が作成され、利用者と退居後の生活を話し合ったうえで退居を決定している。 b

【コメント】

② A8 利用者が安定した社会生活を送ることができるよう退居後も必要に応じて継続的な支援を行っている。 b

【コメント】

内容評価基準（24項目）

記録文書の保管方法を含めた個人情報の管理について定めた規程を策定し、法人内の研修を実施して全職員に周知徹底している。利用者に対しては、入所時
に利用規則を用いて説明するほか、日々のかかわりの中で利用者からの理解や信頼を得られるよう取り組んでいる。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

利用者の状況については、個別記録によって統一した様式を用いて記録しており、職員間での共有や緊急の内容については、個人情報の取扱いに留意しなが
ら適宜ＳＮＳを活用している。今後は、自立支援計画の内容を個別記録でも確認できるようにしたり、記録方法の指導内容を見直す機会を設けたり等、支援
の実施状況の記録がより適切に行われるような取り組みに期待したい。

退所にあたり、地域の社会資源の説明や法人内のアフターケア事業によって引き続き支援を受けられることについて説明している。利用者の状況によっては
退所前の支援が困難な場合もあるが、今後も引き続き困難事例における適切な支援体制の検討を行うことにより、どの利用者も十分に納得し安心して退所で
きるできるよう、今後の取り組みに期待したい。

利用者が退所後も自主的・主体的に生活できるよう、個室の清掃や洗濯等の家事全般や金銭感覚の形成についての支援には利用者の主体性を尊重するよう努
めている。今後は、利用者の興味や趣味にあわせて外部の文化・スポーツ活動の参加機会を設ける等、利用者がより自発的に行動できるような支援について
より一層の取り組みに期待したい。

職員は、利用者の思いや気持ちに寄り添う支援に尽力している。可能な限り担当職員と個別的に会話する機会を設けており、担当職員は利用者を受容し心の
成長を共に喜ぶことで、職員との関係構築や施設での生活を通じて自他を尊重する意識が形成されるよう支援している。

入所時には、利用者が施設での生活や規則を十分に理解したうえで入所できるよう、利用者の個別の状況に応じて利用規則や支援の内容を丁寧に説明してい
る。入所後においても、適宜話し合いや説明を行い、利用者自らの意思によって施設での生活が送れるよう配慮している。

（３）　主体性、自立性を尊重した日常生活

（４）　支援の継続性とアフターケア

（２）　被措置児童等虐待の防止等

職員間で報告・相談を緊密に行い、利用者との適正な関係の構築・維持に努めている。利用者には、日常的なかかわりの中で良いこと・悪いことを伝えるよ
う努めている。今後は、施設として虐待等の予防に取り組んでいる内容が利用者にもよく理解されるよう利用者に周知するための積極的な取り組みが行われ
ることを期待したい。

利用者が抱える様々な思いに傾聴することを重視し、利用者が退所後も健全な生活を送れるよう、個々の事情に応じた支援を実施している。利用者が自分の
人生とどう向き合っていくのか丁寧に見守り、気持ちに寄り添う支援ができるよう、傾聴の姿勢や言葉掛けに配慮している。

法人内の研修について権利擁護への理解を深めるよう努めているほか、日々の支援では、利用者の意思表明の受け止めや対応方法について個別的に柔軟に対
応している。今後は、権利擁護について全職員が共通理解のもと、より適切な支援を実施できるよう、マニュアルや規程の整備について検討されることを期
待したい。

法人内に退所後の支援を行うアフターケアのための事業所を設けており、退所後も支援を受けながら生活できる体制を構築している。退所後はアフターケア
による支援を基本としているため施設側から退所者を拒むことはないが、退所者がより安定して生活できるよう、今後は事業所から退所者に対してより積極
的に働きかけを行うよう期待したい。



Ａ－２　支援の質の確保

（１）　支援の基本 第三者
評価結果

① A9 利用者と職員の信頼関係を構築するために、受容的・支持的な関わりを行っている。 a

【コメント】

② A10 利用者の発達段階や課題に考慮した援助を行っている。 a

【コメント】

③ A11 利用者の力を信じて見守るという姿勢を大切にし、利用者が自ら判断し行動することを保障している。 a

【コメント】

④
A12 生活のいとなみを通して、基本的生活習慣を確立するとともに、社会常識及び社会規範、様々な生活技術が習得
できるよう支援している。

b

【コメント】

（２）　食生活 第三者
評価結果

① A13 バランスのとれた食事に配慮し、食卓が安心感を得ることのできる場所となるよう配慮している。 a

【コメント】

（３）　衣生活 第三者
評価結果

① A14 衣服は清潔で、ＴＰＯに応じたふさわしい服装となるよう助言している。 a

【コメント】

（４）　住生活 第三者
評価結果

① A15 居室等事業所全体を、生活の場として安全性や快適さに配慮したものにしている。 b

【コメント】

（５）　健康管理 第三者
評価結果

①
A16 利用者一人ひとりが心身の健康を自己管理できるよう支援するとともに、必要がある場合は医療機関等と連携し
て適切に対応している。

a

【コメント】

（６）　性に関する教育 第三者
評価結果

① A17 他者の性を尊重する心を育てるよう、性についての正しい知識を得る機会を設けている。 b

【コメント】

（７）　行動上の問題への対応 第三者
評価結果

② A18 利用者の暴力・不適応行動などの行動上の問題に対して、組織全体で適切に対応している。 b

【コメント】

（８）　心理的ケア 第三者
評価結果

① A19 心理的ケアが必要な利用者に対して心理的な支援を行っている。 b

【コメント】

職員は、日々の支援の中で個々の利用者の心身の状態に常に留意し、把握に努めている。利用者が健康や清潔に対する意識を醸成できるよう、必要に応じて
医療機関の受診に付き添ったり服薬管理をしたりするほか、施設の環境整備や個別的な助言に努めている。

共用部分については日常的な掃除、破損個所の修繕、必要に応じて大掃除を行い、利用者が居心地の良い環境で過ごせるよう配慮している。個室については
利用者の意向によって職員が入室できずに把握が難しい場合があるが、今後も引き続き個室についても清潔な環境が保たていることが確認できるよう、継続
した支援がなされることを期待したい。

支援にあたっては、利用者の入所背景や個々の特性を慎重に検討したうえで柔軟に対応することとしている。施設の利用規則を守れなかったり問題行動が発
生したりした場合は、行動そのものではなく背景に焦点を当てることで、利用者の生活を束縛することなく一人ひとりを理解した支援を実施できるよう努め
ている。

職員や利用者同士の交流の場となるよう、可能な限り職員を含めた全員で食事を取るようにしている。食事の内容は、バランスに配慮しているほか、利用者
のアレルギーや嗜好をふまえた内容となっている。家庭的環境で食事を取ることができるよう、献立や食事の場所および方法に配慮している。

利用者の問題行動が発生した場合には、行動の背景をふまえ、関係機関と連携しながら慎重に対応にあたっている。日常の些細な行動から利用者の思いを汲
み取るよう努め、問題行動の予防と早期改善を図っている。今後は、問題行動が発生した後も他の利用者も安心して生活できるよう、問題行動発生後の施設
の環境整備についてより一層の取り組みがなされることを期待したい。

利用者は自らの意思によって衣服を選択でき、職員は、利用者の意思を尊重しながらも、利用者がその場にふさわしい衣服を身につけられるよう支援してい
る。利用者が毎日清潔な衣服を身に着けられるよう、職員は洗濯の方法や収納についても丁寧に支援している。

利用者の主体性が育まれるよう、職員は可能な限り利用者を受容し見守りながら支援を実施している。リスク回避のためのルールを設けるのではなく、問題
が起こったときは職員とともに解決することで、つまづきや失敗から立ち直る経験を培うことを大切にしている。

入所背景を鑑みると利用者が基本的生活習慣を確立するよう支援することには時間を要してしまう場合があるが、繰り返し丁寧に支援するように努めてい
る。今後は、地域交流の積極的な推奨や、インターネット・ＳＮＳについてより丁寧に危険性を説明する等、入所中に多様な経験や必要な知識が身につくよ
う、より一層の取り組みに期待したい。

職員は、利用者が心身ともに安定した生活を送れるよう、利用者からの発信を丁寧に受容することを支援の基本として利用者との信頼関係の構築に努めてい
る。利用者の意向に応じて個室や外出先等の場所を設定して担当職員との個別的なかかわりの機会を確保することによって、利用者が相談しやすいような環
境の整備を行っている。

利用者は、児童相談所の心理士による定期的な面談を受けており、施設内でも、職員間で連携して利用者の心理状態の把握や問題の早期発見に努めている。
今後は、より具体的な心理的ケアの体制構築やスーパービジョンの導入等、利用者に対する心理的な支援についてより積極的な取り組みがなされることを期
待したい。

職員は、日常会話の中で利用者の年齢や発達状況に応じて、利用者から性に関する発信があれば可能な限り自然に伝えるよう準備をしている。今後は、性教
育についてのカリキュラムの策定を検討したり、職員間で共通理解を図るための研修を実施する等、利用者が年齢相応で健全な他者との付き合いができるよ
うより一層の取り組みに期待したい。



（９）　社会生活支援（進路支援、社会経験等） 第三者
評価結果

① A20 「最善の利益」にかなった進路の自己決定ができるよう支援している。 a

【コメント】

② A21 進学を希望する利用者に学習環境を整備し、学力に応じた学習支援を行っている。 b

【コメント】

③ A22 自立に向けて就労支援に取り組んでいる。 b

【コメント】

④ A23 金銭の管理や使い方など経済観念が身につくよう援助している。 a

【コメント】

（１０）　家族とのつながり 第三者
評価結果

① A24 本人の意思を尊重しながら利用者と家族との関係調整に取組んでいる。 a

【コメント】
利用者の家族との関わりについては、児童相談所と連携しながら行っており、児童相談所による支援の内容を施設とも共有している。面会や外出および一時
帰宅後の利用者の様子については特に注視することとしており、不適切なかかわりの防止や早期発見のほか、利用者の意向に沿った家族支援に努めている。

退所後のアフターケア事業の利用や進学時の経済的な援助等、利用者が受けられる様々な支援の情報を提供し、関係機関と連携して利用者の意向に沿った進
路支援に努めている。利用者が納得して進路を決定できるよう、利用者の進路について必要な情報を積極的に収集し、利用者に提供している。

進学に関する情報提供を行い、集中して学習できる個室を整備している。学習状況については自己の責任によるものとしているが、今後は、利用者の最善の
利益にかなった進路の実現に向け、希望者には学習塾の利用を認める等、利用者の学力に応じた個別的な学習支援についても検討されることを期待したい。

利用者の個々の状況や意向に応じて、社会人としての心構えの助言や就職活動の支援および就職後の就労継続のための支援を行っている。今後は、利用者が
より高い能力を身に着け経歴を培えるよう、各種資格の情報提供や取得の奨励についても検討されることを期待したい。

利用者の個々の状況に応じて、担当職員と利用者が話し合いながら、年間や月間・日々の複数の期間単位で予算を立て、金銭感覚が身につくよう支援を行っ
ている。自主性を尊重しながら、見通しを持った使い方ができるよう具体的に自己管理の方法や節約の方法を助言・指導している。


